
令 和  年  月  日  

 

住    所 

事 業 場 名  

代表者職氏名 

 

 

  規 定  

 

 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額    円とする。ただし、最低

賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第７条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を

除く。 

 

 上記の賃金額には、最低賃金法第４条第３項に定める賃金を算入しない。また、時間換算

額の算定方法は、最低賃金法施行規則第２条に定めるところによる。 

 

附則 この規定は、令和  年  月  日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本紙は、業務改善助成金のQ&Aに基づき、「（（就業規則に）準ずるもの」を作成

する際にご活用ください。 

※本紙は、歩合給が支払われていない事業場を想定した規定例（サンプル）です。 



令 和  年  月  日  

 

住    所 

事 業 場 名  

代表者職氏名 

 

 

  規 定  

 

 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額    円とする。 

また、歩合給が低額となり、時間当たりの賃金額が業務改善助成金のコース所定の引上げ

額に満たない場合、当該賃金算定期間については、別途、不足額に相当する額以上の賃金を

支払うこととする。 

ただし、最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第７条に基づく最低賃金の減額の特例許

可を受けた者を除く。 

 

 上記の賃金額には、最低賃金法第４条第３項に定める賃金を算入しない。また、時間換算

額の算定方法は、最低賃金法施行規則第２条に定めるところによる。 

  

附則 この規定は、令和  年  月  日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本紙は、業務改善助成金のQ&Aに基づき、「（（就業規則に）準ずるもの」を作成

する際にご活用ください。 

※本紙は、歩合給が支払われている事業場を想定した規定例（サンプル）です。 



 

意 見 書 

 

令和  年  月  日 

 

事業場名           殿 

 

 

 令和  年  月  日付けで意見を求められた規定（就業規則に準ずるもの）

について、下記のとおり意見を提出します。 

 

記 

 

 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

 

 

「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「  労働者代表の職名・氏名                

 

 

 

 

 

 

 

※本紙は、業務改善助成金のQ&Aに基づき、「（（就業規則に）準ずるもの」を作成

する際にご活用ください。 



令和  年  月  日 

 

 

愛知労働局長 殿 

 

 

住    所 

事 業 場 名  

代表者職氏名 

 

（代理人の場合） 

住 所 

事業場名  

代理人氏名 

 

 

申 立 書 

 

令和  年  月  日に申請した中小企業最低賃金（業務改善助成金）の 

交 付 申 請  

事業計画変更申請書  について、下記のとおり申立てします。 

事業実績報告書  

※不要部分は二重線で抹消してください。 

              記   



令和  年  月  日 

 

 

愛知労働局長 殿 

 

 

住    所 

事 業 場 名  

代表者職氏名 

 

（代理人の場合） 

住 所 

事業場名  

代理人氏名 

 

 

理 由 書（事業完了期日について） 

 

 交付申請をするにあたり、事業完了期日について、下記のとおりやむを得ない事

由により令和  年  月  日から令和  年  月  日までとする必要が

ありますことを申立てします。（交付要綱第５条関係） 

 

記 

事由：「（できるだけ具体的に、（やむを得ない事由」を記載してください。） 

  



令和  年  月  日 

 

 

愛知労働局長 殿 

 

 

住    所 

事 業 場 名  

代表者職氏名 

 

（代理人の場合） 

住 所 

事業場名  

代理人氏名 

 

 

理 由 書（相見積もりについて） 

 

 交付申請をするにあたり、同一条件により二者以上の見積もり（相見積もり）を

提出できない理由は、下記のとおりです。（交付要綱第８条関係） 

 

記 

理由：（①当該商品でなければならない理由、②相見積もりが提出できないやむを

得ない理由等をできるだけ具体的に記載してください。）「   



令和  年  月  日 

 

 

愛知労働局長 殿 

 

 

住    所 

事 業 場 名 

代表者職氏名 

 

（代理人の場合） 

住 所 

事 業 場 名 

代理人氏名 

 

 

 

取 下 書 

 

 令和  年  月  日に申請した中小企業最低賃金（業務改善助成金）の交付申請を

下記の理由により取下げします。 

 

記 

 

理由： 


